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京
消
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企
画
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部
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画
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規

則
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教
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○
東
京
都
学
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務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
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○
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京
都
教
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す
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た
め
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す
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す
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す
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規

則

災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
五
号

災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
七
十

六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
災
害
派

遣
手
当
、
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
（
以
下

こ
れ
ら
を
「
災
害
派
遣
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
方
法
そ
の
他
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
支
給
方
法
等
）

第
二
条

災
害
派
遣
手
当
等
は
、
一
の
給
与
期
間
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東

京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
第
七
条
に
定
め
る
給
与
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
、

次
の
給
与
期
間
の
給
料
の
支
給
日
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京

都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
給
料
の
支
給
日
を
い
う
。
）
に
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
同
項
の
支
給
日
に

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に
支
給
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
支
給
日
前
に
、
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
（
以

下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
期
間
が
終
了
し
た
と
き
又
は
派
遣
職
員
が
東
京
都
職
員
と
し

て
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
派
遣
職
員
の
派
遣
期
間
が
終
了
し

た
日
又
は
派
遣
職
員
が
東
京
都
職
員
と
し
て
の
身
分
を
失
っ
た
日
以
降
速
や
か
に
支
給
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
一
条
の
二
及
び
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
委
任
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任

命
権
者
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「（

事
由
１０、

５１、
５２、

５３の
場
合
に
記
入
）

」
を
削
り
、
「呼

出

」
を
「携

帯

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
規
則

別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

歯
科
衛
生
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
七
号

歯
科
衛
生
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

歯
科
衛
生
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
八
号

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
九
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
申
請
」
の
下
に
「
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も

の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
号

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
及
び
第
四
条
の
二
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め

る
。第

四
条
の
三
の
見
出
し
中
「
定
格
容
量
及
び
電
槽
数
」
を
「
蓄
電
池
容
量
」
に
改
め
、
同
条
中
「
定

格
容
量
及
び
電
槽
数
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
算
定
す
る
」
を
「
蓄
電
池
容
量
は
、
十
時
間
（
ア
ル
カ
リ

蓄
電
池
及
び
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
に
あ
つ
て
は
五
時
間
）
放
電
率
容
量
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
中
「
次
の
表
の
イ
欄
に
掲
げ
る
戸
の
区
分
に
応
じ
て
ロ
欄
に
掲
げ
る
」
を
「
鍵
等
を

用
い
ず
屋
内
か
ら
一
の
動
作
で
容
易
に
解
錠
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中

「

工
事
等
開
始
日

年
月

日
使
用
開
始
日

年
月

日

」
を

「

使
用
開
始
日

年
月

日

」
に

改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
四
中

「

工
事
等
開
始
日

年
月

日
完

成
日

年
月

日

」
を

「

完
成

日
年

月
日

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
三
号
様
式
の
二
及
び
第

八
号
様
式
の
四
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
別
記
第
三
号
様

式
の
二
及
び
第
八
号
様
式
の
四
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
西
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

」
を

「
同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

同

八
王
子
南
特
別
支
援
学
校

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
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る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び

提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
五
の
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
」
を
「
条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
か
ら
九

の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
の
項
中

「
同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

高
等
部

普
通
科
、
職
能
開

発
科

」
を

「
同

東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

同

八
王
子
南
特
別
支
援
学
校

知
的
障
害

知
的
障
害

高
等
部

高
等
部

普
通
科
、
職
能
開

発
科

普
通
科
、
職
能
開

発
科

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
特
別
支
援
学
校
の
項
中
「
東
京
都
立
町
田
の
丘
学
園

」
を

「
東
京
都
立
八
王
子
南
特
別
支
援
学
校

東
京
都
立
町
田
の
丘
学
園

」
に
改
め
る
。



（増刊 71）東 京 都 公 報令和5年10月13日（金曜日）５

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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